　　　

（様式３-１-１）

■審査基準への対応状況　（側方衝突監視警報装置）

	基準要件等
	対応状況

	（１）
	車両総重量7.5ｔ以上のトラック（トラクタ・トレーラにあっては、第5輪荷重が8.5ｔ以上）に搭載するものであること。
	自動車検査証の提出（トラクタ・トレーラの場合はそれぞれ提出）

	（２）
	十分な耐久性があること。
	※試験成績書を添付
自社試験結果または第三者の試験結果の提出

	（３）
	電子的機能・作動が円滑であること。
当該車両の左側外側線付近（当該車両の最前端から3メートル前方までの間から当該車両の最後軸中心線から3メートル後方までの間を含み、当該車両車体左側の最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方4.1メートルまでにある全ての範囲内をいう。）の人、自転車の存在を検知するものであること。なお、検知機能の作動条件は、左側の方向指示器を作動させた時から、左折走行が終了して当該左側の方向指示器の作動が停止した時までとする。
トラクタ・トレーラの場合には、直進状態において、トラクタの最前端から3メートル前方までの間からトレーラの左後輪の最後軸中心線から3メートル後方までの間を含み、当該車両車体左最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方5.1メートルまでにある全ての範囲内において、また、トラクタ・トレーラが左折する際の屈曲状態(屈曲角度45度)においても、当該トラクタ車両最前端から3メートル前方までの間からトレーラ左最外側線までの間を含み、トラクタ左最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方5.1メートルまでにある全ての範囲内の左側方の人、自転車の存在を検知する範囲を維持できる性能を有することを条件とする。

	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
実証実験映像による機能の確認
◆実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。

	（４）
	左折時における対歩行者、対自転車などとの衝突の危険性を電子的に判断し、衝突の危険性が生じた場合に当該車両の運転者に警報音及び警告灯により警告するもので、当該運転者席において容易に当該警告が知覚できるものであること。
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
実証実験映像による機能の確認
◆実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。

	（５）
	機器の検知・注意・警告に関する作動条件は、対象基準（別紙１，３）に定める。
	

	（６）
	警告灯による警報装置は、当該車両の左側のＡピラーに備えられたものであり、当該車両に備えられた後写鏡（サイドアンダーミラーなどを含む。）による安全確認時に運転者の視界等への影響がないものであること。
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
実証実験映像による機能の確認
◆実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。

	（７）
	左折時において、左側方向指示器と連動して警告（警報音及び警告灯によるものとする）する機能を備えているものであること。 
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
実証実験映像による機能の確認
◆実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。

	（８）
	日中・夜間や、気象状況等により非検知が想定される装置には、検知対象の認知に影響がある状況について当該装置の取扱説明書に記載するなど、使用者等に分かりやすくその説明ができる体制であること。
	検知対象の認知に影響がある記述を掲載した取扱説明書の提出

	（９）
	製品名、型式番号が定められていること。
	

	（１０）
	装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。
車速の取り出しは、GPSによる検出以外であって、自動車メーカーなどが許容する方法、かつ、当該車両の電子制御装置などに影響を及ぼさないものであること。
	


（様式３-１-２）

■基準への対応状況　（側方衝突監視警報装置）
	基準要件等
	対応状況

	（１１）
	保安基準で規定する「側方衝突警報装置」の技術基準である「協定規則第151 号」の付表１の提出により、当該側方衝突監視警報装置との性能要件等の相違について、比較検討した書面の提出があること。
	側方衝突警報装置の技術基準の適否表（協定規則第151号」の付表１に準拠）の提出

	（１２）
	当該装置を車両（車両総重量7.5ｔ以上のトラック（トラクタ・トレーラにあっては、第5輪荷重が8.5t以上）とする）に搭載した状態における検知・注意・警告範囲、検知・注意・警告性能について、上記(3)～(7)に関する実証実験映像（音声付き）の提出があること。この場合、トラックにあっては、車両の長さが11メートル以上のバン型トラックによるものであり、また、トラクタ・トレーラにあっては、40フィートコンテナトレーラ相当のトレーラを連結した状態とすること。
	

	（１３）
	提出実証実験映像は、検知対象を「人」及び「自転車乗車中」とした静的・動的映像を提出すること。映像の撮影条件は、対象基準（別紙２、４）に定める。

なお、当該装置の実証実験映像取得時において、公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）が立ち合いを求めた際には、受け入れ可能であること。
なお、実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。
	

	（１４）
	品質が保証され、保証期間が定められていること。

上記（８）及びガードレール、植え込みなどの道路付帯設備の誤検知による警報・警告が想定される装置に関しては、その改善・改良を積極的に行うことの保証があること。
	※保証書を添付
製品の保証期間、部品保存期間を明記のこと

	（１５）
	当該装置に係る適切な機器の取り扱い方法を取扱説明書等により十分に説明できる体制を有していること。
	

	（１６）
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	※販売先一覧を添付
※「ネット販売」を実施している場合は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制の内容を記入し、ネットの購入画面のその案内の掲載画面を提出

	（１７）
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該装置の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	

	（１８）
	当該装置は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	

	（１９）
	その他
	・メンテナンス体制
	※体制図を添付

	
	
	・クレーム対応窓口
	※連絡先一覧を添付
機器販売後のサポート体制、問い合わせ等の対応窓口を記入

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	他メーカーと異なる特徴等あれば記入


（様式３-２）

側方衝突監視警報装置の側方衝突警報装置との技術基準の適否表
	側方衝突警報装置の技術基準
	適否
	補足説明

	作動条件
	
	

	
	１
	作動範囲（高さ方向含む）
	
	

	
	２
	作動条件（自車速度、人・自転車速度、人・自転車との位置関係等）
	
	

	
	３
	カメラ仕様と人、自転車を検知するロジック（乳母車、バイクの検知も可能か）
	
	

	
	４
	作動にあたっての夜間等の周囲光条件
	
	

	
	５
	作動にあたって、方向指示器、ハンドル操作等、左折意思との連動
	
	

	
	６
	警告信号（黄色、赤点滅）の作動条件：黄色から赤点滅に変わる条件
	
	

	
	７
	警告信号の視認性（日中・夜間）
	
	

	
	８
	気象条件（雨、雪、霧等）に対する影響
	
	

	
	９
	保証周囲温度
	
	

	誤作動防止・故障警告
	
	

	
	１０
	氷、雪、泥等により、カメラが適切に作動できない場合、当該装置は自動で不作動となるか。また、その際の運転者への故障警告はあるか。
	
	

	
	１１
	上記の他、当該装置に故障があった場合にも、運転者への故障警告はあるか
	
	

	
	１２
	コーン、交通標識、生垣、駐車中の車両等に対する誤作動防止のロジック
	
	

	
	１３
	運転者への故障警告（あれば）の日中、夜間の視認性
	
	

	
	１４
	磁界、または電界による悪影響への適合
	
	

	取付け方法・その他
	
	

	
	１５
	取付け方法（配線含む）
	
	

	
	１６
	カメラの取付けは保安基準で①突出量は左右合計で100mm以下とする、②高さ2m以下に装着する場合は、外部表面の曲率半径を2.5m以上とする、とあるがこの条件を満たせるか
	
	

	
	１７
	防水・防塵性能
	
	

	
	１８
	カタログ、取り扱い説明書
	
	


【記載例】（様式３-１-１）

■基準への対応状況　（側方衝突監視警報装置）

	基準要件等
	対応状況

	（１）
	車両総重量7.5ｔ以上のトラック（トラクタ・トレーラにあっては、第5輪荷重が8.5ｔ以上）に搭載するものであること。
	自動車検査証を添付（トラクタ・トレーラの場合はそれぞれ添付）

	（２）
	十分な耐久性があること。
	※試験成績書を添付
耐久試験の結果  ○○○　　
入力電圧、環境条件等　　○○○　

	（３）
	電子的機能・作動が円滑であること。
当該車両の左側外側線付近（当該車両の最前端から3メートル前方までの間から当該車両の最後軸中心線から3メートル後方までの間を含み、当該車両車体左側の最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方4.1メートルまでにある全ての範囲内をいう。）の人、自転車の存在を検知するものであること。なお、検知機能の作動条件は、左側の方向指示器を作動させた時から、左折走行が終了して当該左側の方向指示器の作動が停止した時までとする。
トラクタ・トレーラの場合には、直進状態において、トラクタの最前端から3メートル前方までの間からトレーラの左後輪の最後軸中心線から3メートル後方までの間を含み、当該車両車体左最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方5.1メートルまでにある全ての範囲内において、また、トラクタ・トレーラが左折する際の屈曲状態(屈曲角度45度)においても、当該トラクタ車両最前端から3メートル前方までの間からトレーラ左最外側線までの間を含み、トラクタ左最外側から左方へ0.9メートル離れた位置から左方5.1メートルまでにある全ての範囲内の左側方の人、自転車の存在を検知する範囲を維持できる性能を有することを条件とする。
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
○○年以降、○基の販売実績があり、正常に作動している
機能を確認するための試験時の映像のとおり

	（４）
	左折時における対歩行者、対自転車などとの衝突の危険性を電子的に判断し、衝突の危険性が生じた場合に当該車両の運転者に警報音及び警告灯により警告するもので、当該運転者席において容易に当該警告が知覚できるものであること。
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
機能を確認するための試験時の映像のとおり

	（５）
	機器の検知・注意・警告に関する作動条件は、対象基準（別紙１、３）に定める。
	

	（６）
	警告灯による警報装置は、当該車両の左側のＡピラーに備えられたものであり、当該車両に備えられた後写鏡（サイドアンダーミラーなどを含む。）による安全確認時に運転者の視界等への影響がないものであること。
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
機能を確認するための試験時の映像のとおり

	（７）
	左折時において、左側方向指示器と連動して警告（警報音及び警告灯によるものとする）する機能を備えているものであること。 
	※実証実験映像の提出（映像撮影条件は別紙参照）
機能を確認するための試験時の映像のとおり

	（８）
	日中・夜間や、気象状況等により非検知が想定される装置には、検知対象の認知に影響がある状況について当該装置の取扱説明書に記載するなど、使用者等に分かりやすくその説明ができる体制であること。
	検知対象の認知に影響がある状況について当該装置の取扱説明書に記載

	（９）
	製品名、型式番号が定められていること。
	申請書「機器名称」のとおり

	（１０）
	装着にあたっては、道路運送車両の保安基準に抵触しないこと。
車速の取り出しは、GPSによる検出以外であって、自動車メーカーなどが許容する方法、かつ、当該車両の電子制御装置などに影響を及ぼさないものであること。
	国土交通省へ確認済


【記載例】（様式３-１-２）
■基準への対応状況　（側方衝突監視警報装置）
	基準要件等
	対応状況

	（１1）
	保安基準で規定する「側方衝突警報装置」の技術基準である「協定規則第151 号」の付表１の提出により、当該側方衝突監視警報装置との性能要件等の相違について、比較検討した書面の提出があること。
	※側方衝突警報装置の技術基準の適否表（協定規則第151号」の付表１に準拠）を添付

	（１２）
	当該装置を車両（車両総重量7.5ｔ以上のトラック（トラクタ・トレーラにあっては、第5輪荷重が8.5t以上）とする）に搭載した状態における検知・注意・警告範囲、検知・注意・警告性能について、上記(3)～(7)に関する実証実験映像（音声付き）の提出があること。この場合、トラックにあっては、車両の長さが11メートル以上のバン型トラックによるものであり、また、トラクタ・トレーラにあっては、40フィートコンテナトレーラ相当のトレーラを連結した状態とすること。
	実証実験映像（音声付き）の提出

	（１３）
	提出実証実験映像は、検知対象を「人」及び「自転車乗車中」とした静的・動的映像を提出すること。映像の撮影条件は、対象基準（別紙２、４）に定める。

なお、当該装置の実証実験映像取得時において、公益社団法人全日本トラック協会（以下「全ト協」という。）が立ち合いを求めた際には、受け入れ可能であること。
なお、実証実験のサンプル映像は、LEVO事務所で視聴することができる。
	実証実験映像（音声付き）の提出

	（１４）
	品質が保証され、保証期間が定められていること。

上記（８）及びガードレール、植え込みなどの道路付帯設備の誤検知による警報・警告が想定される装置に関しては、その改善・改良を積極的に行うことの保証があること。
	※保証書を添付　製品の保証は○年
製造打ち切り後、部品保存期間○年間

	（１５）
	当該装置に係る適切な機器の取り扱い方法を取扱説明書等により十分に説明できる体制を有していること。
	

	（１６）
	当該装置は、メーカーまたは代理店限りで販売されており、全国で購入可能なこと。また、メーカー又は代理店が行う「ネット販売」は、機器の取り付け対応や、修理対応等が実施できるサービス体制が整っており、ネットの購入画面にその案内が掲載されていること。
	販売先一覧を参照
※販売先一覧を添付
※「ネット販売」のアフターサービス体制とネット購入画面の掲載画面は別紙のとおり

	（１７）
	全ての顧客情報がメーカーにて管理されており、当該装置の販売台数等を調査する場合、その調査に協力すること。
	全国の販売店及び代理店を通じて対応可能

販売台数等の調査に協力する

	（１８）
	当該装置は、ネットオークション等、不特定の顧客に対する流通がないこと。
	ネットオークション等、不特定の顧客への流通はない

	（１９）
	その他
	・メンテナンス体制
	全国○○ヶ所の営業所及び代理店を通じ、迅速に対応　
（カタログ参照）
※体制図を添付

	
	
	・クレーム対応窓口
	お客様サービス相談室　
電話　００－００００－００００
※連絡先一覧を添付

	
	
	・特筆すべき機器の特徴
	


【記載例】（様式３-２）

側方衝突監視警報装置の側方衝突警報装置との技術基準の適否表
	側方衝突警報装置の技術基準
	適否
	補足説明

	作動条件
	
	

	
	１
	作動範囲（高さ方向含む）
	否
	前方最大１００ｍ、視野角左右３８度、上下３０度

	
	２
	作動条件（自車速度、人・自転車速度、人・自転車との位置関係等）
	適
	

	
	３
	カメラ仕様と人、自転車を検知するロジック（乳母車、バイクの検知も可能か）
	否
	日中のみの動作で、頭/手足/胴体がある全体の形で人を判断している。全体の形が見えない場合は、人として検知できない可能性がある

	
	４
	作動にあたっての夜間等の周囲光条件
	否
	日の出から日の入りまでの日中作動。トンネル内や真っ暗な悪天候では日中であっても作動しない

	
	５
	作動にあたって、方向指示器、ハンドル操作等、左折意思との連動
	適
	

	
	６
	警告信号（黄色、赤点滅）の作動条件：黄色から赤点滅に変わる条件
	適
	黄色は、検知範囲に人がいる。赤点滅は検知範囲の人と衝突する危険性が高い

	
	７
	警告信号の視認性（日中・夜間）
	適
	

	
	８
	気象条件（雨、雪、霧等）に対する影響
	適
	

	
	９
	保証周囲温度
	適
	動作可能温度：-20～80°C

	誤作動防止・故障警告
	
	

	
	１０
	氷、雪、泥等により、カメラが適切に作動できない場合、当該装置は自動で不作動となるか。また、その際の運転者への故障警告はあるか。
	適
	視界不良の場合は、一時的に機能を停止。フロントカメラが視界不良の場合は、アイウォッチ（表示器）に機能停止を表示するが、サイドカメラの機能停止表示はなし

	
	１１
	上記の他、当該装置に故障があった場合にも、運転者への故障警告はあるか
	適
	

	
	１２
	コーン、交通標識、生垣、駐車中の車両等に対する誤作動防止のロジック
	適
	基本は人の認識。頭/手足/胴体がある全体の形で人を判断しているので、人間のような形をしているものがあれば、人として検知してしまう可能性がある

	
	１３
	運転者への故障警告（あれば）の日中、夜間の視認性
	適
	

	
	１４
	磁界、または電界による悪影響への適合
	適
	協定規則１０号適合。フロントカメラは、撮影した画像を解析しているため、電磁波が出る。影響があるのは、地デジアンテナ、ＧＰＳアンテナで、地デジアンテナは30cm以上、ＧＰＳアンテナは15cm以上カメラから離して設置する必要がある。

	取付け方法・その他
	
	

	
	１５
	取付け方法（配線含む）
	適
	別紙のとおり

	
	１６
	カメラの取付けは保安基準で①突出量は左右合計で100mm以下とする、②高さ2m以下に装着する場合は、外部表面の曲率半径を2.5m以上とする、とあるがこの条件を満たせるか
	適
	

	
	１７
	防水・防塵性能
	適
	

	
	１８
	カタログ、取り扱い説明書
	適
	別紙のとおり
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